
焼津市告示第155号 

 

令和７年度焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金交付要綱を次のように定め

る。 

 

令和７年４月15日 

焼津市長 中野 弘道 

 

令和７年度焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市長は、第６次焼津市総合計画第２期基本計画に掲げる施策を推進し、誰もが住

みやすいまちづくりを実現するため、地域未来まちづくり公益活動事業を行う市民活動

団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、

焼津市補助金等交付規則（昭和60年焼津市規則第１号）及びこの要綱に定めるところに

よる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「地域未来まちづくり公益活動事業」とは、市内で実施される

非営利事業のうち次の各号に掲げるいずれかのものをいう。 

 (1) 不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与するもの 

 (2) 地域課題の解決が図られるもの 

２ この要綱において、「市民活動団体」とは、次の各号に掲げる要件の全てに該当する団

体をいう。 

 (1) 市内に事務所を置く団体であること。 

 (2) ５人以上の構成員で組織する団体であること。 

 (3) 組織の運営に関する規約等を有し、責任者が明確であること。 

 (4) 次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）が運営し、又は実質的に運営に関与している団体 

イ 暴力団又は暴力団員に対し資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若し

くは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している団体 

ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体 

エ 特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれらに反対する活動を行う団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる地域未来まちづくり公益活動事業（以下「補助対象事業」とい

う。）は、別表１に掲げるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助の対象としない。 



 

(1) 同一年度において、国又は他の地方公共団体等による補助、助成その他の財政支援

を受けている場合 

(2) 施設等の建設、修復又は整備を目的とする事業である場合 

(3) 事業の効果が、特定の個人又は団体に帰属する事業である場合 

（補助率及び補助限度額） 

第４条 補助率及び補助限度額は、別表１に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ

同表に定めるとおりとする。 

（補助対象経費及び補助額） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要す

る経費のうち、別表２に掲げるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。 

(1) 団体の存立のための経常的な活動に要する経費 

(2) 事務所等を維持するための経費 

(3) 構成員による会合の飲食費 

(4) 不動産及びその従物の取得に要する経費 

(5) 転売目的で購入する物品に係る経費 

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、令和７年５月23日までに、次に掲げる書

類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 団体概要書（第３号様式） 

(4) 収支予算書（第４号様式） 

(5) 団体の規約、会則又は定款 

(6) 構成員名簿 

(7) 補助対象経費に報酬を計上する団体にあっては、報酬規程 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（審査委員会の設置等） 

第７条 市長は、この要綱による補助金交付の適正化を図るため、焼津市地域未来まちづ

くり公益活動事業費補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会は、前条の申請があったとき、必要に応じて当該申請に係る事業の適否に

ついて審査するものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（交付等の決定） 

第８条 市長は、第６条の規定により補助金の交付申請があったときは、前条第２項の審

査を経た上で補助金の交付又は不交付について決定し、焼津市地域未来まちづくり公益

活動事業費補助金交付・不交付決定通知書（第５号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

（補助対象事業の変更等） 



 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる事

項のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

(1) 補助対象事業に要する経費の総額の20パーセントを超える変更をしようとするとき。 

(2) 補助対象事業の一部若しくは全部を変更し、又は中止しようとするとき。 

２ 前項の規定により市長の承認を求めるときは、次に掲げる書類を提出しなければなら

ない。 

(1) 焼津市地域未来まちづくり公益活動事業変更・中止承認申請書（第６号様式） 

(2) 変更収支予算書（第４号様式） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、これを承認した

ときは、焼津市地域未来まちづくり公益活動事業変更・中止承認通知書（第７号様式）

により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第10条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、次に掲げる書類を事業完了の日

から起算して20日を経過した日又は令和８年４月２日のいずれか早い日までに市長に提

出しなければならない。 

(1) 焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金実績報告書（第８号様式） 

(2) 収支決算書（第４号様式） 

(3) 写真、パンフレット、その他事業の実績を示すもの 

(4) 領収書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費

補助金交付確定通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（請求の手続） 

第12条 前条の規定による確定通知を受けた者は、焼津市地域未来まちづくり公益活動事

業費補助金請求書（第10号様式）を、確定通知を受けた日から起算して20日以内に市長

に提出しなければならない。 

（概算払の請求手続） 

第13条 補助事業者は、交付決定を受けた補助金の額の原則100分の80以内において概算

払の請求をすることができる。この場合においては、次に掲げる書類を市長に提出しな

ければならない。 

(1) 焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金概算払請求書（第11号様式） 

(2) 資金状況調べ（第12号様式） 

（決定の取消し等） 

第14条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものがあると

きは、交付決定を取り消すものとする。 



 

２ 前項の場合において既に補助金が交付されているときは、補助金の全額を返還させる

ものとする。 

（帳簿等の保管） 

第15条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理する

とともに、これらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度の終了後５年間保管し

なければならない。 

（補助事業者の責務） 

第16条 補助事業者は、補助対象事業終了後に実施される報告会に出席し、補助対象事業

の内容及び成果を報告しなければならない。 

２ 前項のほか、補助事業者は補助対象事業の内容及び成果を積極的に公表するとともに、

当該団体に代わり市が公表を行う場合は、これを承諾するものとする。 

３ 補助事業者は、自主的かつ自立的な活動の実施のため、講座や研修等へ積極的に参加

し、自己の研鑽に努めなければならない。 

（補則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則  

この告示は、告示の日から施行し、令和７年度分の補助金に適用する。 

  



 

別表１（第３条、第４条関係） 

補助対象事業の名称 事業の内容 補助率 補助限度額 

地域連携事業 

市民活動団体による公

益活動事業のうち、他

の団体（市民活動団

体、学校、自治会等を

いう。）と連携して実

施する事業 

２/３ 

以内 
200,000円 

まちづくり事業 

市民活動団体による公

益活動事業のうち、当

該団体が単独で実施す

る事業 

２/３ 

以内 
100,000円 

設立初期団体支援事業 

設立から５年未満の市

民活動団体が実施する

地域連携事業又はまち

づくり事業 

２/３ 

以内 
50,000円 

備考 

１ 補助の対象となる額は、別表１に規定する補助限度額と、別表２に掲げる費目の対象

経費から寄付金等の収入を控除した額のいずれか低い額とする。 

２ 算定した補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助額と

する。 

  



 

別表２（第５条関係） 

費目 補助の対象となる経費の例 

報酬 
団体が定める基準に基づき、事業従事者（団体の構成員であるものを除く。）

に支払われた日当 

報償費 
外部講師及び専門的技術を有する協力者等への謝礼（団体としての自己啓

発のみを目的とした外部講師等への謝礼を除く。） 

旅費 
外部講師等への交通費及び宿泊費（実費を限度とし、交通費にあっては原

則自家用車の利用に係るものを除く。） 

消耗品費 
チラシ等の用紙代、プリンターインク代及び事務用品の購入費並びに塗料、

木材等事業実施のために必要と認められる材料費 

食糧費 
外部講師等の飲物代(社会通念上適当と認められるものに限る。)、 

事業従事者の飲物代（水分補給が必要と認められる場合に限る。） 

印刷製本費 コピー機の利用料及び業者に発注する印刷代 

通信運搬費 

及び手数料 

切手代、郵便代及び物品宅配料 

広告手数料、清掃手数料等 

保険料 事業実施に係る保険料 

委託料 専門的知識、技術等を要する業務を外部に委託する経費 

使用料及び 

賃借料 
会場の使用料、機器類の賃借（レンタル）料及び車両の借上料 

備品購入費 
事業実施に必要不可欠と認められる備品で、管理責任者を明確にしたもの

の購入費 

その他 その他市長が必要と認める経費 

備考 

１ 報償費（委託料のうち、報償費に係る費用を含む。）は、補助対象経費の総額の３

分の１以内とする。 

２ 備品購入費は、補助対象経費の総額の３分の１以内とする。 

３ 補助対象経費をクレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払

い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行

い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の

対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができ

る場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限

り、補助の対象とすることができる。 


